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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行用のモータと、前記モータに電力を供給可能なバッテリと、を備え、外部充電装置
からの電力を用いて前記バッテリを充電する外部充電が可能な自動車であって、
　第１制御装置と第２制御装置と第３制御装置とを備え、
　前記外部充電中に、
　　前記第１制御装置は、前記バッテリの許容充電電力を設定して前記第２制御装置およ
び前記第３制御装置に送信し、
　　前記第２制御装置は、前記第１制御装置からの前記許容充電電力に基づいて前記バッ
テリの第１許容充電電流を設定し、前記第１許容充電電流の範囲内で前記外部充電の充電
電流指令を設定し、前記充電電流指令を前記第３制御装置に送信し、
　　前記第３制御装置は、前記第２制御装置からの前記充電電流指令を前記外部充電装置
に送信し、
　　更に、前記第３制御装置は、前記第１制御装置からの前記許容充電電力に基づいて前
記バッテリの第２許容充電電流を設定し、前記第２制御装置からの前記充電電流指令が前
記第２許容充電電流にマージンを加えた値を超過していることを確認したときには、前記
第２制御装置に異常が生じていると判定し、前記外部充電の終了指令を前記外部充電装置
に送信する、
　自動車。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車に関し、詳しくは、モータとバッテリとを備え、外部充電装置からの
電力を用いてバッテリを充電可能な自動車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の自動車としては、走行用のモータと、モータに電力を供給可能なバッテ
リと、コネクタからバッテリまでの経路に設けられた電流調整器と、を備え、コネクタが
充電器を介して外部電源に接続されて外部電源から充電器を介して供給される電力を用い
てバッテリを充電する際に、バッテリの充電電流が上限電流値を超えないように電流調整
器を制御するものが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２４４８８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の自動車では、バッテリの充電電流が上限電流値を超えないように充電電流指令を
設定する制御装置に異常が生じると、充電電流指令が上限電流値を超え続けて、実際の充
電電流が上限電流値を超え続ける即ちバッテリが過大な電力で充電され続ける可能性があ
る。
【０００５】
　本発明の自動車は、外部充電の充電電流指令を設定する制御装置の異常を検出すること
およびバッテリが過大な電力で充電され続けるのを抑制することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の自動車は、上述の主目的を達成するために以下の手段を採った。
【０００７】
　本発明の自動車は、
　走行用のモータと、前記モータに電力を供給可能なバッテリと、を備え、外部充電装置
からの電力を用いて前記バッテリを充電する外部充電が可能な自動車であって、
　第１制御装置と第２制御装置と第３制御装置とを備え、
　前記外部充電中に、
　　前記第１制御装置は、前記バッテリの許容充電電力を設定して前記第２制御装置およ
び前記第３制御装置に送信し、
　　前記第２制御装置は、前記第１制御装置からの前記許容充電電力に基づいて前記バッ
テリの第１許容充電電流を設定し、前記第１許容充電電流の範囲内で前記外部充電の充電
電流指令を設定し、前記充電電流指令を前記第３制御装置に送信し、
　　前記第３制御装置は、前記第２制御装置からの前記充電電流指令を前記外部充電装置
に送信し、
　　更に、前記第３制御装置は、前記第１制御装置からの前記許容充電電力に基づいて前
記バッテリの第２許容充電電流を設定し、前記第２制御装置からの前記充電電流指令が前
記第２許容充電電流にマージンを加えた値を超過していることを確認したときには、前記
第２制御装置に異常が生じていると判定し、前記外部充電の終了指令を前記外部充電装置
に送信する、
　ことを要旨とする。
【０００８】
　この本発明の自動車では、外部充電中に、第３制御装置は、第１制御装置からの許容充
電電力に基づいてバッテリの第２許容充電電流を設定し、第２制御装置からの外部充電の
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充電電流指令が第２許容充電電流にマージンを加えた値を超過していることを確認したと
きには、第２制御装置に異常が生じていると判定し、外部充電の終了指令を外部充電装置
に送信する。このようにして、第２制御装置の異常を検出することができると共に、バッ
テリが過大な電力で充電され続けるのを抑制することができる。
【０００９】
　ここで、「充電電流指令が第２許容充電電流にマージンを加えた値を超過していること
の確認」は、充電電流指令が第２許容充電電流にマージンを加えた値を超過している状態
が所定時間に亘って継続したときに行なうことができる。「第２制御装置の異常」として
は、例えば、レジスタの固着異常，第１制御装置からの受信異常などを挙げることができ
る。
【００１０】
　こうした本発明の自動車において、前記第１制御装置は、前記許容充電電力および前記
バッテリの電圧を前記第２制御装置および前記第３制御装置に送信し、前記第２制御装置
は、前記許容充電電電力を前記電圧で除して前記第１許容充電電流を設定し、前記第３制
御装置は、前記許容充電電電力を前記電圧で除して前記第２許容充電電流を設定する、も
のとしてもよい。このようにして、第２，第３制御装置でそれぞれ第１，第２許容充電電
流を設定することができる。
【００１１】
　また、本発明の自動車において、前記バッテリは、リチウムイオン二次電池として構成
されている、ものとしてもよい。この場合、第３制御装置が、第２制御装置からの外部充
電の充電電流指令が第２許容充電電流にマージンを加えた値を超過していることを確認し
たときには、外部充電の終了指令を外部充電装置に送信することにより、バッテリが過大
な電力で充電され続けたり、リチウムが析出したりするのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施例としての電気自動車２０の構成の概略を示す構成図である。
【図２】実施例のメインＥＣＵ６０によって実行される異常判定ルーチンの一例を示すフ
ローチャートである。
【図３】変形例のハイブリッド自動車１２０の構成の概略を示す構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　次に、本発明を実施するための形態を実施例を用いて説明する。
【実施例】
【００１４】
　図１は、本発明の一実施例としての電気自動車２０の構成の概略を示す構成図である。
実施例の電気自動車２０は、図示するように、モータ３２と、インバータ３４と、バッテ
リ４０と、車両側コネクタ５０と、メイン電子制御ユニット（以下、「メインＥＣＵ」と
いう）６０と、を備える。
【００１５】
　モータ３２は、例えば同期発電電動機として構成されており、駆動輪２２ａ，２２ｂに
デファレンシャルギヤ２４を介して連結された駆動軸２６に接続されている。インバータ
３４は、モータ３２の駆動に用いられ、電力ライン３６に接続されている。モータ３２は
、メインＥＣＵ６０によって、インバータ３４の図示しない複数のスイッチング素子がス
イッチング制御されることにより、回転駆動される。
【００１６】
　バッテリ４０は、例えばリチウムイオン二次電池やニッケル水素二次電池として構成さ
れており、電力ライン４２およびシステムメインリレー４４を介して電力ライン３６に接
続されている。システムメインリレー４４は、メインＥＣＵ６０からの制御信号により、
オンオフする（電力ライン４２と電力ライン３６との接続および接続の解除を行なう）。
【００１７】
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　バッテリ４０は、バッテリ用電子制御ユニット（以下、「バッテリＥＣＵ」という）４
６によって管理されている。バッテリＥＣＵ４６は、図示しないが、ＣＰＵを中心とする
マイクロプロセッサとして構成されており、ＣＰＵの他に、処理プログラムを記憶するＲ
ＯＭ，データを一時的に記憶するＲＡＭ，入出力ポート，通信ポートを備える。バッテリ
ＥＣＵ４６には、バッテリ４０を管理するのに必要な各種センサからの信号が入力ポート
を介して入力されている。バッテリＥＣＵ４６に入力される信号としては、例えば、バッ
テリ４０の端子間に取り付けられた電圧センサ４０ａからの電圧Ｖｂ，バッテリ４０の出
力端子に取り付けられた電流センサ４０ｂからの電流Ｉｂなどを挙げることができる。バ
ッテリＥＣＵ４６は、メインＥＣＵ６０と通信ポートを介して接続されている。バッテリ
ＥＣＵ４６は、電流センサ４０ｂからの電流Ｉｂの積算値に基づいて蓄電割合ＳＯＣを演
算したり、演算した蓄電割合ＳＯＣと温度センサ４０ｃからの温度Ｔｂとに基づいて許容
充電電力Ｗｉｎを演算したりしている。
【００１８】
　車両側コネクタ５０は、電力ライン５２および充電用リレー５４を介して電力ライン３
６に接続されている。この車両側コネクタ５０は、自宅や充電ステーションなどの充電ポ
イントで外部充電装置８０の電源側コネクタ８６と接続できるように形成されている。充
電用リレー５４は、充電用電子制御ユニット（以下、「充電ＥＣＵ」という）５６からの
制御信号により、オンオフする（電力ライン５２と電力ライン３６との接続および接続の
解除を行なう）。
【００１９】
　充電ＥＣＵ５６は、図示しないが、ＣＰＵを中心とするマイクロプロセッサとして構成
されており、ＣＰＵの他に、処理プログラムを記憶するＲＯＭ，データを一時的に記憶す
るＲＡＭ，入出力ポート，通信ポートを備える。充電ＥＣＵ５６には、車両側コネクタ５
０に取り付けられて車両側コネクタ５０と電源側コネクタ８６とが接続されているときに
その接続を検出する接続検出センサ５０ａからの接続検出信号，電力ライン５２に取り付
けられた電圧センサ５２ａからの電力ライン５２の電圧Ｖｃｈなどが入力ポートを介して
入力されている。充電ＥＣＵ５６からは、充電用リレー５４への制御信号などが出力ポー
トを介して出力されている。充電ＥＣＵ５６は、メインＥＣＵ６０と通信ポートを介して
接続されている。また、充電ＥＣＵ５６は、外部充電装置８０の電子制御ユニット（以下
、「外部電源ＥＣＵ」という）８６と通信可能となっている。
【００２０】
　メインＥＣＵ６０は、図示しないが、ＣＰＵを中心とするマイクロプロセッサとして構
成されており、ＣＰＵの他に、処理プログラムを記憶するＲＯＭ，データを一時的に記憶
するＲＡＭ，入出力ポート，通信ポートを備える。メインＥＣＵ６０には、各種センサか
らの信号が入力ポートを介して入力されている。メインＥＣＵ６０に入力される信号とし
ては、例えば、モータ３２の回転子の回転位置を検出する回転位置センサ３２ａからのモ
ータ３２の回転子の回転位置θｍ，イグニッションスイッチからのイグニッション信号，
シフトポジションセンサからのシフトポジションＳＰなどを挙げることができる。また、
アクセルペダルポジションセンサからのアクセル開度Ａｃｃ，ブレーキペダルポジション
センサからのブレーキペダルポジションＢＰ，車速センサからの車速Ｖなども挙げること
ができる。メインＥＣＵ６０からは、インバータ３４の複数のスイッチング素子へのスイ
ッチング制御信号，システムメインリレー４４への制御信号などが出力ポートを介して出
力されている。メインＥＣＵ６０は、バッテリＥＣＵ４６や充電ＥＣＵ５６と通信ポート
を介して接続されている。また、メインＥＣＵ６０は、充電ポイントにおける外部充電装
置８０の外部電源ＥＣＵ８８と通信可能となっている。
【００２１】
　ここで、外部充電装置８０について説明する。外部充電装置８０は、外部電源８１と、
電流調節部８２と、外部電源ＥＣＵ８８と、を備える。外部電源８１は、家庭用電源や工
業用電源などの交流電源として構成されている。電流調節部８２は、外部電源８１と電源
側コネクタ８６とに接続されている。この電流調節部８２は、外部電源ＥＣＵ８８によっ
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て制御されることにより、外部電源８１からの交流電力を直流電力に変換すると共に電流
を調節して電気自動車２０に供給する。外部電源ＥＣＵ８８は、図示しないが、ＣＰＵを
中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、ＣＰＵの他に、処理プログラムを
記憶するＲＯＭ，データを一時的に記憶するＲＡＭ，入出力ポート，通信ポートを備える
。外部電源ＥＣＵ８８には、電力ライン８４に取り付けられた電圧センサ８４ａからの電
力ライン８４の電圧Ｖｐｓ，電力ライン８４に取り付けられた電流センサ８４ｂからの電
力ライン８４の電流Ｉｐｓなどが入力ポートを介して入力されている。外部電源ＥＣＵ８
８からは、電流調節部８２への制御信号などが出力ポートを介して出力されている。外部
電源ＥＣＵ８８は、電気自動車２０の充電ＥＣＵ５６やメインＥＣＵ６０と通信可能とな
っている。
【００２２】
　こうして構成された電気自動車２０では、自宅や充電ステーションなどの充電ポイント
でシステムオフ（システム停止）して停車しているときに、車両側コネクタ５０と外部充
電装置８０の電源側コネクタ８６とが接続されると、外部充電装置８０からの直流電力（
直流電流）を用いてバッテリ４０を充電する外部充電を以下のように行なう。
【００２３】
　車両側コネクタ５０と電源側コネクタ８６とが接続されると、まず、接続検出センサ５
０ａから充電ＥＣＵ５６に接続信号が入力されると共に、外部電源ＥＣＵ８８から充電Ｅ
ＣＵ５６にシステム起動信号が送信される。充電ＥＣＵ５６は、接続信号が入力されると
共にシステム起動信号を受信すると、充電用リレー５４をオンとすると共に接続検出信号
に対応する対応信号をメインＥＣＵ６０に送信する。メインＥＣＵ６０は、対応信号を受
信すると、システムメインリレー４４をオンとする。
【００２４】
　その後に、充電ＥＣＵ５６は、バッテリ４０の充電準備が完了した旨を示す準備完了信
号をメインＥＣＵ６０に送信したりメインＥＣＵ６０を介してバッテリＥＣＵ４６に送信
したりすると共に、外部充電装置８０からの電力供給の開始を許可する充電許可信号を外
部充電装置８０の外部電源ＥＣＵ８８に送信する。すると、バッテリＥＣＵ４６は、バッ
テリ４０の許容充電電力Ｗｉｎ，電圧Ｖｂ，温度Ｔｂ，蓄電割合ＳＯＣなどのデータを定
期的に充電ＥＣＵ５６やメインＥＣＵ６０に送信する。また、外部電源ＥＣＵ８８は、外
部充電装置８０（電流調節部８２）の定格電流Ｉｐｓｒｔなどのデータを定期的に充電Ｅ
ＣＵ５６に送信する。
【００２５】
　充電ＥＣＵ５６は、バッテリＥＣＵ４６からのバッテリ４０の許容充電電力Ｗｉｎ，電
圧Ｖｂ，温度Ｔｂ，蓄電割合ＳＯＣや外部電源ＥＣＵ８８からの外部充電装置８０の定格
電流Ｉｐｓｒｔなどのデータを受信すると、バッテリ４０の許容充電電力Ｗｉｎを電圧Ｖ
ｂで除してバッテリ４０の許容充電電流Ｉｉｎ１を計算し、計算した許容充電電流Ｉｉｎ
１の範囲内で外部充電の充電電流指令Ｉｃｈ＊を設定し、設定した充電電流指令Ｉｃｈ＊
をメインＥＣＵ６０に送信する。ここで、外部充電の充電電流指令Ｉｃｈ＊は、実施例で
は、バッテリ４０の許容充電電流Ｉｉｎ１，外部充電装置８０の定格電流Ｉｐｓｒｔ，バ
ッテリ４０の蓄電割合ＳＯＣおよび温度Ｔｂに基づく電力ライン５２の電圧Ｖｃｈを維持
するための電流Ｉｃｖ，電気自動車２０の各部品を保護するための上限電流Ｉｌｉｍなど
のうちの最小値を設定するものとした。なお、こうして設定される充電電流指令Ｉｃｈ＊
は、バッテリ４０の許容充電電力Ｗｉｎが小さいときには大きいときに比して小さくなる
傾向に、詳細には、許容充電電力Ｗｉｎが小さいほど小さくなる傾向に設定されることに
なる。
【００２６】
　メインＥＣＵ６０は、外部充電の充電電流指令Ｉｃｈ＊を受信すると、その充電電流指
令Ｉｃｈ＊を外部電源ＥＣＵ８８に送信する。外部電源ＥＣＵ８８は、充電電流指令Ｉｃ
ｈ＊を受信すると、電流調節部８２からの電流Ｉｐｓが充電電流指令Ｉｃｈ＊となるよう
に電流調節部８２を制御する。このようにして外部充電装置８０からの直流電力（直流電
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流）を用いてバッテリ４０を充電する。そして、バッテリ４０の蓄電割合ＳＯＣが所定割
合Ｓｃｈ（例えば、８０％，８５％，９０％など）に至ると、メインＥＣＵ６０は、外部
充電の終了指令を外部電源ＥＣＵ８８に送信する。外部電源ＥＣＵ８８は、外部充電の終
了指令を受信すると、電流調節部８２を駆動停止する。これにより、外部充電装置８０か
らの電力供給が終了し、バッテリ４０の充電が終了する。その後に、メインＥＣＵ６０は
、システムメインリレー４４をオフとし、充電ＥＣＵ５６は、充電用リレー５４をオフと
する。
【００２７】
　次に、実施例の電気自動車２０の動作、特に、外部充電装置８０からの電力を用いてバ
ッテリ４０を充電する外部充電に関する異常（以下、「外部充電異常」という）が生じて
いるか否かを判定する際の動作について説明する。図２は、実施例のメインＥＣＵ６０に
よって実行される異常判定ルーチンの一例を示すフローチャートである。このルーチンは
、充電ＥＣＵ５６から準備完了信号を受信したときに実行が開始される。
【００２８】
　異常判定ルーチンが実行されると、メインＥＣＵ６０は、まず、バッテリ４０の電圧Ｖ
ｂ，許容充電電力Ｗｉｎ，外部充電の充電電流指令Ｉｃｈ＊などのデータを入力する（ス
テップＳ１００）。ここで、バッテリ４０の電圧Ｖｂおよび許容充電電力Ｗｉｎは、バッ
テリＥＣＵ４６から受信した値を入力するものとした。外部充電の充電電流指令Ｉｃｈ＊
は、充電ＥＣＵ５６から受信した値を入力するものとした。
【００２９】
　こうしてデータを入力すると、バッテリ４０の許容充電電力Ｗｉｎをバッテリ４０の電
圧Ｖｂで除してバッテリ４０の許容充電電流Ｉｉｎ２を計算する（ステップＳ１１０）。
そして、外部充電の充電電流指令Ｉｃｈ＊をバッテリ４０の許容充電電流Ｉｉｎ２にマー
ジンαを加えた値（Ｉｉｎ２＋α）と比較する（ステップＳ１２０）。ここで、マージン
αは、車両の仕様に応じて適宜設定することができる。ステップＳ１２０の処理は、外部
充電異常が生じている可能性があるか否かを判定する処理である。実施例では、外部充電
異常としては、充電ＥＣＵ５６の異常、例えば、レジスタの固着異常，バッテリＥＣＵ５
２からの受信異常などを考えるものとした。
【００３０】
　外部充電の充電電流指令Ｉｃｈ＊が値（Ｉｉｎ２＋α）以下のときには、外部充電異常
は生じていないと判断し、ステップＳ１００に戻る。一方、外部充電の充電電流指令Ｉｃ
ｈ＊が値（Ｉｉｎ２＋α）よりも大きいときには、外部充電異常が生じていると判断し、
外部充電の充電電流指令Ｉｃｈ＊が値（Ｉｉｎ２＋α）よりも大きい状態が所定時間Ｔ１
に亘って継続したか否かを判定し（ステップＳ１３０）、外部充電の充電電流指令Ｉｃｈ
＊が値（Ｉｉｎ２＋α）よりも大きい状態が所定時間Ｔ１に亘って継続していないときに
は、ステップＳ１００に戻る。ここで、所定時間Ｔ１は、外部充電異常が生じていると判
定（確定）するのに要する時間として定められ、例えば、２秒，３秒，５秒などを用いる
ことができる。
【００３１】
　ステップＳ１２０，Ｓ１３０で、外部充電の充電電流指令Ｉｃｈ＊が値（Ｉｉｎ２＋α
）よりも大きい状態が所定時間Ｔ１に亘って継続したときには、外部充電異常（充電ＥＣ
Ｕ５６の異常）が生じていると判定（確定）し（ステップＳ１４０）、外部充電の終了指
令を外部電源ＥＣＵ８８に送信して（ステップＳ１５０）、本ルーチンを終了する。外部
電源ＥＣＵ８８は、充電終了指令を受信すると、電流調節部８２を駆動停止する。これに
より、外部充電装置８０からの電力供給が終了し、バッテリ４０の充電が終了する。この
ようにして、充電ＥＣＵ５６の異常を検出することができる。また、外部充電の充電電流
指令Ｉｃｈ＊が値（Ｉｉｎ２＋α）を超過し続けるのを抑制することができ、バッテリ４
０が過大な電力で充電され続けたりバッテリ４０がリチウムイオン二次電池の場合にリチ
ウムが析出したりするのを抑制することができる。
【００３２】
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　以上説明した実施例の電気自動車２０では、外部充電中に、メインＥＣＵ６０は、バッ
テリＥＣＵ４２からのバッテリ４０の許容充電電力Ｗｉｎに基づいてバッテリ４０の許容
充電電流Ｉｉｎ２を計算し、充電ＥＣＵ５６からの外部充電の充電電流指令Ｉｃｈ＊が許
容充電電流Ｉｉｎ２にマージンαを加えた値（Ｉｉｎ２＋α）よりも大きい状態が所定時
間Ｔ１に亘って継続したときには、外部充電異常（充電ＥＣＵ５６の異常）が生じている
と判定（確定）し、外部充電の終了指令を外部電源ＥＣＵ８８に送信して外部充電を終了
させる。これにより、充電ＥＣＵ５６の異常を検出することができると共に、バッテリ４
０が過大な電力で充電され続けたりバッテリ４０がリチウムイオン二次電池の場合にリチ
ウムが析出したりするのを抑制することができる。
【００３３】
　実施例の電気自動車２０では、外部充電装置８０からの直流電力（直流電流）を用いて
バッテリ４０を充電するものとした。しかし、外部充電装置からの交流電力（交流電流）
を用いてバッテリ４０を充電するものとしてもよい。この場合、外部充電装置からバッテ
リ４０までの経路（電力ライン５２、または、電源側コネクタ８６と車両側コネクタ５０
との間）に、交流電力を直流電力に変換するＡＣ／ＤＣコンバータを有する充電器を設け
る必要がある。
【００３４】
　実施例の電気自動車２０では、モータ３２とインバータ３４とバッテリ４０とを備え、
外部充電装置８０からの電力を用いてバッテリ４０を充電する外部充電が可能な構成とし
た。しかし、図３の変形例のハイブリッド自動車１２０に示すように、モータ３２とイン
バータ３４とバッテリ４０とに加えて、エンジン１２２とプラネタリギヤ１２４とモータ
１３２とインバータ１３４とを備え、外部充電が可能な構成としてもよい。ここで、プラ
ネタリギヤ１２４のサンギヤにはモータ１３２が接続され、キャリヤにはエンジン１２２
が接続され、リングギヤには駆動軸２６およびモータ３２が接続されている。インバータ
３４は、モータ１３２の駆動に用いられ、インバータ３４と共に電力ライン３６に接続さ
れている。
【００３５】
　実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要素との
対応関係について説明する。実施例では、モータ３２が「モータ」に相当し、バッテリ４
０が「バッテリ」に相当し、バッテリＥＣＵ４６が「第１制御装置」に相当し、充電ＥＣ
Ｕ５６が「第２制御装置」に相当し、メインＥＣＵ６０が「第３制御装置」に相当する。
【００３６】
　なお、実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要
素との対応関係は、実施例が課題を解決するための手段の欄に記載した発明を実施するた
めの形態を具体的に説明するための一例であることから、課題を解決するための手段の欄
に記載した発明の要素を限定するものではない。即ち、課題を解決するための手段の欄に
記載した発明についての解釈はその欄の記載に基づいて行なわれるべきものであり、実施
例は課題を解決するための手段の欄に記載した発明の具体的な一例に過ぎないものである
。
【００３７】
　以上、本発明を実施するための形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこう
した実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、
種々なる形態で実施し得ることは勿論である。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明は、自動車の製造産業などに利用可能である。
【符号の説明】
【００３９】
　２０　電気自動車、２２ａ，２２ｂ　駆動輪、２４　デファレンシャルギヤ、２６　駆
動軸、３２，１３２　モータ、３２ａ　回転位置センサ、３４，１３４　インバータ、３
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６，４２，５２，８４　電力ライン、４０　バッテリ、４０ａ，５２ａ，８４ａ　電圧セ
ンサ、４０ｂ，８４ｂ　電流センサ、４０ｃ　温度センサ、４４　システムメインリレー
、４６　バッテリ用電子制御ユニット（バッテリＥＣＵ）、５０　車両側コネクタ、５０
ａ　接続検出センサ、５４　充電用リレー、５６　充電用電子制御ユニット（充電ＥＣＵ
）、６０　メイン電子制御ユニット（メインＥＣＵ）、８０　外部充電装置、８１　外部
電源、８２　電流調節部、８６　電源側コネクタ、電子制御ユニット（外部電源ＥＣＵ）
８８、１２０　ハイブリッド自動車、１２２　エンジン、１２４　プラネタリギヤ。

【図１】 【図２】



(9) JP 6676502 B2 2020.4.8

【図３】



(10) JP 6676502 B2 2020.4.8

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｂ６０Ｌ   3/00     (2019.01)           Ｈ０１Ｍ   10/48     　　　Ｐ        　　　　　
   Ｈ０２Ｊ   7/00     (2006.01)           　　　　             　　　　        　　　　　
   Ｈ０１Ｍ  10/44     (2006.01)           　　　　             　　　　        　　　　　
   Ｈ０１Ｍ  10/48     (2006.01)           　　　　             　　　　        　　　　　

(72)発明者  岡嶋　大介
            兵庫県神戸市兵庫区御所通１丁目２番２８号　富士通テン株式会社内

    審査官  橋本　敏行

(56)参考文献  特開２０１２－１２５１４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－０６８２１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０６５３７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０５０１５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１０／１０９９５６（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１１－０８３０７６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｌ　１／００－　３／１２
              　　　　　７／００－１３／００
              　　　　１５／００－５８／４０
              Ｈ０１Ｍ１０／４２－１０／４８
              Ｈ０２Ｊ　７／００－　７／１２
              　　　　　７／３４－　７／３６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

